
内部統制を効果的に機能させるために3ラインが
バランスよく整備されていますか?

事業規模の拡大、事業の多様化、海外も含めた拠点数の増加により、
監査部門等の特定の部門のみですべてのリスクおよびその管理状況を
一元的にモニタリングすることが困難になっています。

そこで、現業部門（第1線）による自己管理、機能別の主管部
（第2線）による監督、内部監査部門（第3線）によるモニタリングという、
3層のラインによる管理体制を構築することが提唱されています。しかし、
これら3層のラインが有機的に連携せず、独立的に整備されている結果、
モニタリング等の管理範囲の重複、漏れ等が発生しているケースも珍しく
ありません。

EYは、国内および世界各国において、3ラインモデルを意識した内部統制
の構築・強化に関する豊富な支援経験を有しています。 EYストラテジー・
アンド・コンサルティングでは、そこで蓄積したノウハウを活用して、効率的
かつ効果的な3ライン構築を支援しています。
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3ラインモデルの全体像

3ラインモデルとは、企業を取り巻くリスクを効果的に管理していくために、それぞれのラインがどのような権限と責任を担うかを示したモデル
です。従来の3ディフェンスラインの考え方からアップデートしたもので、価値の保護（Value Protection：ディフェンス的な側面）だけで
はなく、企業目的の達成（Achievement of Goals/Objectives）、価値の創造（Value Creation：オフェンス的な側面）
への寄与をより意識したものとなっています。

（出典：一般社団法人日本
内部監査協会「IIAの3ライン
モデル – 3つのディフェンスライン
の改訂」（2020）P.4の図を
もとにEYが作成）

3ライン構築支援

貴社を取り巻く重要リスクを一元的に管理・監視することを可能とするために、下図のように、現業部門（第1線）による自己管理、
機能別の主管部（第2線）による監督、内部監査部門（第3線）によるモニタリングという、3層のラインを整備し、サプライズの起こり
難い管理体制の構築を支援します。

• EYストラテジー・アンド・コンサルティングでは、グローバルグループ全体にまたがる 3層のラインの整備、各組織の役割と責任の定義、
および、その実装を支援します。

• 組織設計に加え、各組織が役割と責任を確実に果たせるよう、実践的なプログラム（点検制度など）や実施ツール（モニタリング
チェックリストなど）の整備・導入を支援します。

第3線の役割：
目的の達成に関連するすべての
事項について、独立した客観的な

アシュアランスと助言

第2線の役割：
リスクに関連する事項について、
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統治機関の役割：
インテグリティ、リーダーシップおよび透明性
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顧客に対する製品や
サービスの提供と、

リスク管理

経営管理者
組織の目的達成のための活動（リスク管理を含む）活動

内部監査
独立したアシュアランス

凡例：
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報告

委任、指示、
資源、監督
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連携、協働

【3ラインモデル概念図】

統治機関
組織の監督に関して、ステークホルダーに対するアカウンタビリティ

サービスの内容と特徴

現業部門による自己管理

第1線 第2線 第3線

内部監査部門による
モニタリング＊＊＊＊

機能別の主管部による監督

（コンプライアンス部、経理部、
人事部、情報システム部など）

【使用ツール例1】 モニタリングチェックリスト 【使用ツール例2】 アシュアランスマップ
サブプロセス リスクNo. 想定リスク

コントロー
ルNo.

標準コントロール コントロール証憑（例）

業務標準 R1

業務標準が確立し
ていない、または、
不適切な業務標準
が設計されている
ことにより、業務品
質が損なわれる

C1.1.1

販売業務のプロセス全般に係る業務標準が規程・マニュアル等の書面に定められており、組織変更、プロセスやシステムの変更の都度、適宜見直しが行われてい
る。また、当該規程・マニュアル等において、下記事項が明確に定められている。
・受注から売上計上に至る一連の業務プロセスにおける業務手順（Plan-Do-Check-Actionサイクル、What, When, Where, Who, Whom, Which, Why, How, How

Much）

・業務の重要性に応じた決裁権限、処理権限、不在時等における権限委譲のルール等
・業務プロセスに携わる関係組織・部門間の役割と責任の範囲
・組織内の担当者間の役割と責任の範囲
・関係組織・部門間、上司・部下間、担当者間等において、業務を円滑に遂行するために必要となる報告・連絡・相談に関するルール（内容、方法、タイミング等）

・販売規程・マニュアル
・決裁権限規程・表
・担当者間の役割分担表
・報告・連絡・相談文書のひな
形

職務分掌 R2

職務分掌が不十分
なことにより、不適
切な行為が行われ
る

C1.1.2

販売業務プロセスにおける役割分担、および、当プロセスにおいて使用する情報システムにおけるアクセス権限設定において、適切な職務分掌が担保されている。

別表「職務分掌チェックリスト」上の「P1　販売」項目を記入し、適切な職務分掌が担保されていることを確認する。
・別表「職務分掌チェックリスト」

C1.2.1

取引開始における基本ルールが定められ、以下の対応が行われている。

＜基本ルールに含まれる事項の例＞
・事前の取引先審査
・事前の信用調査
・信用情報の定期的な更新
・与信限度額の設定、定期的な見直し
・決裁権限規程、販売規程等に定める決裁者の事前承認
・反社会勢力やテロリスト等、当該国で取引が禁止されている集団との取引防止

・取引開始における基本ルール
・決裁権限規程／販売規程
・取引申請書
・信用調査書
・与信限度額登録・変更履歴
・定期的な与信限度額の見直し
検討資料

C1.2.2 審査に合格した取引先のみが取引先マスタに登録されており、取引先マスタに登録されていない会社との取引は禁止されている。 ・取引開始における基本ルール

C1.2.3
与信限度額を超過する販売については、次の承認を受けている。
・例外的に超過する場合：　事前承認を受けた上での強制リリース
・頻繁に超過する場合：　限度額変更の申請・承認

・強制リリースの承認文書
・与信限度額の変更申請書

契約締結 R4

契約締結について
適切な承認がなさ
れない

C1.3.1

契約締結に際して、事前に決裁権限規程等に定める決裁者の承認および法務専門家によるリーガルチェックを受けている。ただし、リーガルチェック済みの標準様式
を用いて契約締結する場合、法務専門家による都度のリーガルチェックを省略することができる。

＜標準様式に含まれる契約条項の例＞
目的物、個別契約の締結方法、所有権・危険負担の移転時期、支払条件、目的物の仕様またはその合意方法・期限、目的物の仕様に関する売主側の保証、提供す
るサービスの定義・範囲・品質・達成目標等、納入・検収方法（不合格品があった場合の措置を含む）、サービスレベルの評価方法（各種KPI、不合格があった場合の
措置を含む）、下請条項、瑕疵担保責任、製造物責任、守秘義務、個人情報の取り扱い、知的財産権の帰属、成果の帰属と利用、損害賠償、管轄裁判所、反社会的
勢力の排除、海外取引における準拠法、競合の禁止、商標の使用制限、権利義務の譲渡禁止、契約の解除、契約期間、労働者の健康・安全衛生に関する責任

・各種契約書の標準様式
・リーガルチェックの証跡
・決裁権限規程等
・稟議書等、承認の証跡

契約金額の決定・
改訂

R5
不適切な価格で契
約する

C1.3.2

規程・マニュアルにおいて、価格設定・改定に関する次の事項が定められている。

＜規定・マニュアルに含まれる事項の例＞
・価格設定・改定の申請手続
・価格設定・改定に関する承認権限
・確保すべき最低マージン
・価格の遡及適用を行わない旨
・仮価格での販売の実施を容認しない旨
・価格の定期的な見直しの実施

・販売規程・マニュアル
・販売価格申請書（設定・改定）

値引 R6
不適切な値引きが
行われる

C1.3.3 規程・マニュアルに定める売上値引きに関するルールや承認権限に準じて、値引きの申請・承認が行われている。
・販売規程・マニュアル
・値引き申請書

P1 販売

P1.1 全般管理

P1.2 取引先管理 与信管理 R3

条件を満たさない
取引先と取引を行
う

業務プロセス

P1.3 契約管理
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EY  |  Building a better working world

EYは、「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」をパーパ
ス（存在意義）としています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、
資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼を提供し、
クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービス
を通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起（better question）をす
ることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複
数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グロー
バル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情
報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、
ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、
法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

EYのコンサルティングサービスについて

EYのコンサルティングサービスは、人、テクノロジー、イノベーションの力でビジネスを変革し、より良い社会を構築していき
ます。私たちは、変革、すなわちトランスフォーメーションの領域で世界トップクラスのコンサルタントになることを目指して
います。7万人を超えるEYのコンサルタントは、その多様性とスキルを生かして、人を中心に据え（humans@center）、迅
速にテクノロジーを実用化し（technology@speed）、大規模にイノベーションを推進し（innovation@scale）、クライ
アントのトランスフォーメーションを支援します。これらの変革を推進することにより、人、クライアント、社会にとっての長
期的価値を創造していきます。詳しくはey.com/ja_jp/consultingをご覧ください。
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